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三

申
請
者
が
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
年
間
の
漁
獲
量
の
限

度
の
合
計
が
割
当
量
を
超
え
る
場
合
に
は
、
各
申
請
者

の
申
請
に
係
る
船
舶
ご
と
に
、割
当
量
を
基
準
期
間（
割

当
て
を
行
お
う
と
す
る
年
の
前
年
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
三
年
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
け
る
当
該
船

舶
の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
量
（
当
該
船
舶
が
基
準
期

間
に
漁
業
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）

第
五
十
九
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

指
定
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
又
は
同
条
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
業
の
起
業
の
認

可
に
基
づ
き
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
許
可
の
日
以
降
の
基
準
期
間
に
お
け
る
み
な
み
ま

ぐ
ろ
の
漁
獲
量
及
び
当
該
許
可
の
日
前
の
当
該
許
可
に

係
る
船
舶
の
従
前
の
船
舶
の
基
準
期
間
に
お
け
る
み
な

み
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
量
の
合
計
）
に
応
じ
て
按
分
し
て
得

た
量
を
基
礎
と
し
、
当
該
申
請
者
の
操
業
の
能
力
等
を

勘
案
し
て
、
申
請
者
が
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
年
間
の
漁

獲
量
の
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
割
り
当
て
る
も
の

と
す
る
。

四

前
号
の
基
準
に
よ
り
割
当
て
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
割
当
て
を
受
け
た
者
が
廃
業
そ
の
他
の
事
由

に
よ
り
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

結
果
、
そ
の
者
に
割
り
当
て
ら
れ
た
漁
獲
量
の
限
度
に

残
余
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
以
外
の
者
の
う
ち

申
請
し
た
漁
獲
量
の
限
度
に
満
た
な
い
割
当
て
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
操
業
の
能
力
等
を
勘
案
し

て
、
当
該
残
余
分
の
漁
獲
量
を
採
捕
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
当
該
残
余
分
の
漁
獲
量
を
割

り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
高
山
市
上
宝
町
鼡
餅

字
み
ん
じ
ゃ
が
た
わ
七
五
九
・
字
小
泉
山
七
七
六
・
字

深
洞
七
八
三
・
七
八
五
・
字
シ
ゝ
山
七
八
六
の
二
・
字

烏
ヶ
尾
八
一
一
の
二
・
八
一
二
の
二
・
字
滝
平
山
一
五

三
四
の
二
・
一
五
三
五
の
六
・
一
五
三
五
の
八
・
一
五

三
六
の
三
・
一
五
三
八
の
三
・
上
宝
町
苧
生
茂
字
米
ヶ

原
六
二
七
・
字
イ
ラ
谷
六
二
八
・
六
二
九
・
字
一
ノ
谷

六
三
〇
・
六
三
一
・
字
谷
西
平
六
三
二
・
六
三
三
・
上

宝
町
葛
山
字
深
谷
山
八
四
五
の
一
・
八
四
五
の
二
・
字

深
谷
中
尾
八
四
六
の
二
・
国
府
町
瓜
巣
字
大
タ
コ
山
一

〇
四
一
・
字
保
木
脇
一
〇
四
三
・
清
見
町
大
原
字
奥
松

谷
一
六
・
字
宮
谷
洞
九
三
五
・
字
両
ビ
ン
山
九
五
四
・

字
峠
ケ
洞
九
五
五
・
九
五
七
・
字
岡
俣
九
六
〇
・
字
逆

谷
九
六
三
・
字
大
イ
ラ
ス
九
六
四
の
三
か
ら
九
六
四
の

五
ま
で
・
字
笈
谷
一
〇
〇
三
の
二
・
一
〇
〇
三
の
三
・

字
か
ら
谷
一
〇
一
六
の
一
・
一
〇
一
八
の
二
・
清
見
町

夏
厩
字
丸
野
六
八
一
の
三
・
清
見
町
二
本
木
字
赤
坂
六

四
九
・
字
奥
彦
谷
山
七
五
六
・
字
彦
谷
山
七
五
七
・
字

`
ヶ
平
七
五
八
・
清
見
町
森
茂
字
栃
原
谷
二
九
五
・
二

九
六
・
字
出
シ
ゲ
谷
二
九
七
（
以
上
四
十
六
筆
国
有

林
）、上
宝
町
鼡
餅
字
小
谷
七
六
一
・
字
立
平
七
七
七
・

字
せ
ん
の
ヶ
沢
七
七
八
・
字
ミ
ス
ジ
谷
七
七
九
・
字
た

き
ヶ
洞
七
八
〇
・
字
岩
や
ヶ
谷
七
八
一
・
字
か
く
れ
洞

七
八
二
・
上
宝
町
苧
生
茂
字
米
ヶ
原
六
二
六
・
国
府
町

宇
津
江
字
六
郎
洞
三
二
八
四
・
国
府
町
瓜
巣
字
駒
ノ
谷

一
〇
四
二
・
朝
日
町
黒
川
字
ド
ン
ヒ
キ
沢
一
三
三
五
・

朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
字
野
尻
一
の
一
・
字
南
上
手
ヶ
洞
二

三
七
の
一
・
朝
日
町
黍
生
谷
字
二
ツ
橋
三
三
四
の
一
・

高
根
町
猪
之
鼻
字
西
俣
出
合
三
〇
四
・
清
見
町
大
原
字

堂
ヶ
洞
一
五
・
字
奥
松
谷
一
七
・
字
ク
ロ
テ
一
八
・
二

五
・
字
松
谷
四
〇
・
字
奥
ヤ
ト
コ
五
七
・
字
ヤ
ト
コ
六

〇
・
六
一
・
字
脇
谷
六
七
・
字
宮
谷
洞
九
三
三
・
字
両

ビ
ン
山
九
五
〇
・
字
西
俣
九
五
九
・
字
岡
俣
九
六
一
・

字
大
イ
ラ
ス
九
六
四
の
一
・
九
六
四
の
二
・
九
六
四
の

六
・
字
コ
イ
谷
九
八
七
の
一
・
字
笈
谷
洞
九
八
八
の

一
・
字
か
ら
谷
一
〇
一
八
の
一
・
一
〇
一
八
の
四
・
字

中
島
サ
コ
一
〇
一
九
・
一
〇
二
〇
・
清
見
町
夏
厩
字
丸

野
六
八
一
の
一
・
字
ロ
ク
ロ
セ
六
八
三
の
一
・
字
切
越

六
八
四
の
一
・
六
八
四
の
三
・
字
猿
洞
六
八
五
の
一
・

清
見
町
二
本
木
字
水
上
洞
七
五
五
・
清
見
町
森
茂
字
田

之
洞
一
・
字
池
ヶ
平
二
・
字
入
水
谷
三
・
字
せ
ば
谷

四
・
字
森
茂
谷
五
・
字
五
郎
次
郎
畑
二
九
三
・
二
九
四

（
以
上
五
十
筆
国
有
林
。次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
庁
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
号

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
五
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限

度
の
割
当
て
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

一

申
請
を
行
う
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
が
、
次

の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

漁
業
者
に
対
す
る
割
当
て
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

イ

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

第
五
十
七
条
第
五
項
、
第
九
十
一
条
の
三
及
び
第
九

十
一
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者

ロ

漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
（
イ
に
掲
げ
る
規
定

を
除
く
。）又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処

分
に
違
反
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

二

申
請
を
行
う
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
前
号

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）が

そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の
合
計

が
、
毎
年
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
量
（
以
下

「
割
当
量
」
と
い
う
。）以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
者
が

そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
漁
獲
量
の
限
度
を
割
り
当
て
る
も

の
と
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

〇
特
許
庁
告
示
第
二
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
十
五
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
三
年
特
許

庁
告
示
第
一
号
（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
号
に
基
づ
き
、

同
規
則
様
式
第
七
の
記
載
に
つ
い
て
特
許
庁
長
官
の
定
め

る
事
項
を
指
定
す
る
件
）
及
び
平
成
十
三
年
特
許
庁
告
示

第
二
号
（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
号
に
基
づ
き
、
同
規
則

様
式
第
七
の
二
の
記
載
に
つ
い
て
特
許
庁
長
官
の
定
め
る

事
項
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

特
許
庁
長
官

中
嶋

誠

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
号
に
基
づ
き
、
同
規
則
様

式
第
七
の
記
載
に
つ
い
て
特
許
庁
長
官
の
定
め
る
事
項

を
指
定
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
七
の
記
載
に
つ
い
て
特
許
庁

長
官
の
定
め
る
事
項
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
三
年
特

許
庁
告
示
第
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

\
æ
中
@

を
削
り
、
ü
の
項
番
号
を
削
る
。

]
æ
G

、
^
G

及
び
_
C

を
削
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
号
に
基
づ
き
、
同
規
則
様

式
第
七
の
二
記
載
に
つ
い
て
特
許
庁
長
官
の
定
め
る
事

項
を
指
定
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
七
の
二
の
記
載
に
つ
い
て
特

許
庁
長
官
の
定
め
る
事
項
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
三

年
特
許
庁
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

\
æ
中
@

を
削
り
、
ü
の
項
番
号
を
削
る
。

]
æ
G

、
^
G

及
び
_
C

を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
号

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百

五
号
（
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の
割
当

て
の
基
準
を
定
め
る
件
）
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
み

な
み
ま
ぐ
ろ
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の
合
計
の
上
限
と

し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

平
成
十
八
年
の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限

度
の
合
計
の
上
限
は
、
四
千
五
百
二
十
三
ト
ン
と
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
号

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
八
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
一
号
）
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
四
月
十
二
日

農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
十
四
号
（
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
者
及
び
漁
獲

努
力
量
等
の
報
告
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
を
指
定

す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

１
の
表
13
の
項
中
「塩

`
市
尾
島
町
29
`
２

」
を
「石

巻
市
魚
町
２
丁
目
14番
地

」
に
改
め
、同
表
26
の
項
中「浜

坂
町

」
を
「新

温
泉
町

」
に
改
め
る
。

２
の
表
７
の
項
中
「南

島
町

」
を
「南

伊
勢
町

」
に
改

め
、
同
表
11
の
項
中
「大

分
県
旋
網
漁
業
協
同
組
合

」
を

「大
分
県
旋
網
漁
業
協
議
会

」
に
改
め
る
。

６
の
表
７
の
項
中
「塩

`
市
尾
島
町
29
`
２

」
を
「石

巻
市
魚
町
２
丁
目
14番
地

」
に
改
め
、同
表
31
の
項
中「浜

坂
町

」
を
「新

温
泉
町

」
に
改
め
、
同
表
35
の
項
中
「恵

曇
漁
業
協
同
組
合

」
を
「漁

業
協
同
組
合
Ｊ
Ｆ
し
ま
ね

」

に
改
め
る
。

Ÿ
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